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１ 趣旨 

この要領は、杵築市電子図書館サービス導入業務の受託事業者を公募型プロポーザル方式により

選定する手続について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

杵築市電子図書館サービス導入業務 

（２）業務内容 

別添「杵築市電子図書館サービス導入業務仕様書」のとおり 

（３）履行場所 

別添「杵築市電子図書館サービス導入業務仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結日から令和１１年３月３１日まで 

ただし契約を２件に分け、それぞれの履行期間を以下のとおりとする 

①電子書籍システム導入委託業務（システム導入） 

契約締結日から令和８年９月３０日まで 

②電子書籍システム運用管理業務（クラウド使用料） 

令和８年１０月１日から令和１１年３月３１日まで 

※令和８年１０月１日からシステム稼働 

（５）提案上限額（消費税及び地方消費税を含む額） 

①電子書籍システム導入委託業務（システム導入） 

金  ７７０，０００円 

②電子書籍システム運用管理業務（クラウド使用料） 

金  １，９８０，０００円（令和８年１０月から令和１１年３月までの３０月分） 

※各々別の契約で精算する。 

※①②の合計金額で競争する。 

（６）調達・契約対象外の金額(上記業務受託者と別途契約) 

電子書籍使用料（同時アクセス無制限型コンテンツ（読み放題）使用料等含む） 

金 ７，１６４，８２１円（消費税及び地方消費税を含む額） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもの

であることに留意すること。 

 

３ 参加者の資格要件 

参加表明書の提出日において、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）杵築市が発注する物品等の調達、受払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必

要な資格に関する要綱により、入札参加資格の認定を受けている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者及び同条第２項の規定に基づく杵築市の入札参加制限を受けていない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条の２及び６に掲げる者のいずれに
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も該当しないこと。 

（４）本プロポーザルの公告の日から候補者選定までの間に杵築市が発注する物品製造等の契約

に係る指名停止基準による指名停止の期間がないこと。 

（５）３月以内に手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要

取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（６）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条

の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条（会社法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を

含む。）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平成１６年法律第７５号）

第１８条第１項若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続

開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定

が確定したものを除く）でないこと。 

（７）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ)、又はプライバシーマークの認証取得

していること。 

（８）提案するシステムは、令和３年度以降にシステム構築時点で、都道府県、政令指定都市、

又は特別区、若しくは中核市の公立図書館において実績があり、これらを誠実に履行してい

ること。または、過去に導入し、令和３年度以降も引き続き使用している実績があり、これら

を誠実に履行していること。  

 

４ 募集及び選定スケジュール 

手順 日程（期限等） 

実施要領等の交付開始 令和８年４月２４日（金） 

質問書の提出期限 令和８年５月８日（金）１７時まで 

質問書に対する回答 令和８年５月１５日（金） 

参加表明書の提出期限 令和８年５月１８日（月）１７時まで 

参加資格審査結果通知 令和８年５月２１日（木） 

企画提案書の提出期限 令和８年５月２７日（水）１７時まで 

プレゼンテーションの実施 令和８年６月上旬（予定） 

選考結果通知 令和８年６月中旬（予定） 

契約の締結 令和８年６月下旬（予定） 

運用開始  令和８年１０月１日（木） 

 

５ 質問の受付及び回答 

実施要領等において質問がある場合は、公募型プロポーザルに関する質問書（様式８）に記載

し、電子メールで提出すること。電話・ＦＡＸ等による問い合わせには対応しない。 
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（１）提出期限 

公告日から令和８年５月８日（金）１７時まで 

（２）提出先 

杵築市立図書館 (電子メールアドレス tosyokan@city.kitsuki.lg.jp) 

（３）回答 

令和８年５月１５日（金）までに杵築市公式ウェブサイト上で行う。 

ただし、やむを得ない事情により回答が遅れる場合は、質問者全員に別途連絡を行う。ま

た、回答は実施要領と一体のものとして、要領と同等の効力を有するものとする。 

（４）その他 

電子メールによる質問書の提出後、当市担当者に電話にて受信確認を行うものとする。 

 

６ 参加申請手続 

本プロポーザルに参加する者は、以下の書類を令和８年５月１８日（月）１７時までに、持参

（ただし、休館日除く。平日９時～１７時に限る）又は郵送（必着 書留郵送に限る）にて提出す

ること。 

（１）提出書類（各１部ずつ提出のこと） 

№ 提出書類名 様式 注意事項 

１ 参加表明書 様式１ 全ての資格要件を満たすこと 

２ 会社概要書 様式２  

３ 電子書籍システム導入

業務の受託実績書 

様式３ 契約年月順に記載すること。 

提案するシステムは、令和３年度以降に都道府県、

政令指定都市、又は特別区、若しくは中核市の公

立図書館において導入実績があり、これらを誠実

に履行していること。または、過去に導入し、令和

３年度以降も引き続き使用している実績があり、

これらを誠実に履行していること。 

４ 情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ＩＳ

ＭＳ）、又はプライバシ

ーマークの認証取得を

証明するものの写し 

  

（２）提出先 

杵築市立図書館（〒８７３－０００２ 杵築市大字南杵築２６８番地１） 

※未着・遅延等の場合は原因の如何を問わず未提出として取り扱い、当市は一切責任を負わ 

ない。また、郵送により生じる事故等についても同様とする。 

(３) 参加資格確認結果の通知 

参加申請者の参加資格を確認し、参加資格の有無に関わらず、参加資格確認結果を令和８年

５月２１日 (木）までに電子メールにて通知する。 
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※参加表明者が多数の場合は、実績等を考慮して参加者の事前選考を行う場合がある。 

 

７ 企画提案書等の受付 

企画提案書等は以下の書類を令和８年５月２７日（水）１７時までに、持参（ただし、休館日

除く。平日９時～１７時に限る）又は郵送（必着 書留郵送に限る）にて提出すること。 

（１）記載事項 

①業務実績について(他の自治体において同規模、同種の業務実績) 

②当市における電子図書館に関する基本的な考え方、提供可能な電子書籍について 

③業務実施体制、業務経験、事業者と市の業務分担の考え方 

④導入スケジュール 

⑤システム操作の特徴等(利用者、管理者、実績データ利用) 

⑥システム機能について(機能要件等一覧表を参照のうえ評価する) 

⑦セキュリティ対策(個人情報保護、ウイルス、不正アクセス等への対策) 

⑧職員研修についての考え方(導入説明、職員研修方法、内容等) 

⑨障がい者等の利用促進 

障がい者や高齢者等の利用促進、支援内容についての提案 

⑩学校連携 

小中学校の児童・生徒の電子書籍利用率向上に向けた提案 

学校での利用・管理における教員等の負担を軽減する提案 

⑪追加サービス、提案について(仕様書以外で、本業務に効果的と考える提案) 

⑫総費用とその内訳 

（２）提出書類 

№ 提出書類名 様式 注意事項 

１ 企画提案書 任意様式 ・Ａ４判の両面印刷を原則とし、文字サイズ１１以上

とすること。やむを得ずＡ３判が混在する場合は、Ａ

４サイズに折りたたみ揃えること。 

・ページ番号を付与し、強調したいポイントを簡潔に

分かりやすく記載すること。 

２ 機能要件等一覧表 様式４  

３ 見積書 様式５ 見積金額は、契約希望金額の１１０分の１００の金額

を記載すること。 

４ 経費内訳書 様式５ 同上 

５ 電子書籍コンテン

ツ一覧 

様式６ 学校での利用に資すると考える児童書及び同時アク

セス無制限型（読み放題）、買い切り型、期間限定型・

貸出回数制限型、コンテンツのタイプ別に記載するこ

と。 
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（３）提出部数 

正本１部、企画提案書のみ副本８部 

※正本は角印及び代表者印を押し、副本には「副本」と明記すること。 

※提出書類については、紙とは別に、Ｗｏｒｄ又はＥｘｃｅｌで作成したファイルをＣＤ-Ｒ

又はＤＶＤ-Ｒに保存し提出すること。 

（４）提出先 

杵築市立図書館（〒８７３－０００２ 杵築市大字南杵築２６８番地 1） 

※未着・遅延等の場合は原因の如何を問わず未提出として取り扱い、当市は一切責任を負わな

い。また、郵送により生じる事故等についても同様とする。 

（５）提案辞退 

参加表明書の提出後、提案を辞退する場合は、令和８年５月２７日（水）正午を期限とし、

その旨を辞退届（様式７）に記載して杵築市立図書館に持参、もしくは簡易書留による提出と

する。 

 

８ 受託候補者の選定方法等 

杵築市立図書館電子図書館サービス導入業務受託者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

において、提出された企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリング内容を、（２） に示す評

価基準により審査し、本業務に最も適していると認められる提案者を選定する。 

（１）プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

①実施日：令和８年６月上旬 ※詳細な時間や場所については、別途通知する。 

②内容：提出された企画提案書を使用し、内容の説明（２０分以内）、及び質疑応答（２０

分以内）を行う。なお、追加資料等は認めない。 

③出席者の人数は５人以内とし、内１名は実務において予定する責任者又は担当者が必ず

出席すること。 

④プレゼンテーション用のプロジェクター、スクリーンは当市が準備する。ただし、パソ

コン等は各提案者が準備すること。 
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（２） 評価項目・評価基準 

評価項目 評価のポイント 
評価 

配点 

１.業務等の実績 ・他の自治体において同規模、同種の業務実績はあるか ５ 

２.電子図書館に

関する基本的な

考え方 

・当市の現状、課題を踏まえ、事業実施にあたって基本的な考

え方が明確に示されているか 

・当市の導入目的に沿った充実したコンテンツの提案がされて

いるか 

１０ 

３.実施体制 ・本業務を円滑に遂行できる人員、人材を配置しているか。ま

た、システム導入後も、円滑に運用ができる体制となっている

か 

・市側の作業負担軽減について考慮されているか 

１０ 

４.導入スケジュ

ール 

・業務工程表が無理なく効率的なものであるか ５ 

５.システムの使

いやすさ 

・利用者が、貸出返却、予約、蔵書検索などにおいて使いやす

いシステムであるか 

・サイトデザインは見やすいものであるか 

１０ 

・図書館（管理者）として操作しやすいシステムであるか １０ 

・利用状況等の分析に必要な情報が取得できる提案となってい

るか 

５ 

６ .機能要件等

（システム、利用

者・管理者） 

・機能要件等一覧表を参照のうえで評価する ２５ 

７.セキュリティ

対策 

・個人情報保護、ウイルス、不正アクセス等への対策は十分か ５ 

８.職員研修等 ・導入説明、職員研修について、充実した提案となっているか １０ 

９.障がい者等の

利用促進 

・障がい者や高齢者等の利用促進の実施や支援方法について有

意な提案があるか 

１５ 

１０.学校連携 ・小中学校の児童・生徒の電子書籍利用率向上に向けた提案が

あるか 

・学校での利用・管理における教職員等の負担を軽減する工夫

がなされた提案であるか 

３０ 

１１.有益な追加

サービス・特徴の

ある取組等 

・本市の現状と今後の図書館運営の課題を踏まえ、独自性、優

位性が明確な提案となっているか 

１０ 

１２.総費用 ・業務に対して金額（価格設定）が適切か 

・内訳は、具体的で信頼性があるか 

１０ 

合計 １６０ 
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（３）選定方法 

①選定は評価基準に基づき、企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容によ

り行う。 

②選定の結果、評価点の合計が最も高い１者を受託候補者とする。 

③評価点の合計が同点の場合は、選定委員会の多数決により１者を決定する。 

④提案者が１者であっても本選定を実施し、審査の結果、業務を適切に実施できると判断

された場合には、当該提案者を受託候補者とする。 

（４）選定結果の通知 

選定結果は、令和８年６月中旬（予定）に参加者に通知する。 

 

９ 失格事項 

提案者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

イ 本実施要領に違反した場合。 

ウ 見積価格が限度額を超える提案を行った場合。 

エ 公正を欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合。 

オ 提出書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提

出されなかった場合。 

カ 正当な理由なくプレゼンテーション、ヒアリングに応じなかった場合。 

キ 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合。 

ク その他、選定委員会が不適当と認めるとき。 

 

１０ 留意事項 

ア 本企画提案に参加する費用は、すべて参加者の負担とする。 

イ 提出する書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、

その日本語の訳文を附記または添付すること。また通貨は日本円とする。 

ウ 仕様書に示す内容は主要事項であることから、明記していない事項についても、備えるべ

き事項であれば提案内容に含めること。 

エ 虚偽の記載をした場合は、提出された提案書を無効とする。 

オ 提出後の書類の差し替え、修正、追加は認めない。ただし、委託者からの要請のあったもの

についてはこの限りではない。 

カ 提出された書類等は、一切返却しない。なお、辞退届を提出した場合も同様とする。 

キ 提出された企画提案書等は必要な限りで複製を作成することがある。 

ク 企画提案書等について情報公開請求があった場合は、杵築市情報公開条例に基づき提出書

類等を公開する。 

ケ 本企画提案において入手した市の情報等を本企画提案の目的以外に使用すること及び第三

者に漏らすことを禁じる。 

コ 提案書等に含まれる著作権や特許権など日本国法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 


